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№ 担当課
問合せ先
（直通）

業務名 契約業者名
契約金額

（税込）（円）
契約日 随意契約の理由及び根拠法令

随意契約の
種別

備考

1 教職員企画課 228-0238
教職員情報システム改修業務
（庶務・出退勤システム第三期統
合基盤移行）

富士通Ｊａｐａｎ株式会社　関
西公共第二ビジネス部

40,359,000 R6.4.1

本業務は、ICTイノベーション推進室にて運用している第二期統合基盤に
ついて、機器リース満了が令和７年３月末であるため、第三期統合基盤へ
の移行が必要となることに伴い、第二期統合基盤上で稼働している教職
員情報システムの庶務・出退勤機能部分について第三期統合基盤へ移
行し、システムの再構築を行うためのものである。現状稼働しているシス
テムの稼働基盤移行であるため、当システムを構築した者以外の者によ
る適正な履行が見込めず契約の性質及び目的が競争入札に適さないこ
とから、当該団体に委託する。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
第１１条第１項第２号）

1者随契

2 教職員企画課 228-0238
教職員情報システム運用保守業
務

富士通Ｊａｐａｎ株式会社　関
西公共第二ビジネス部

55,760,320 R6.4.1

本業務は、義務教育教職員の給与支給等事務の大阪府からの移譲を受
け、教職員の人事、給与、出退勤管理、福利厚生に係る業務を効率的に
実施するために導入した「教職員情報システム」の稼働後、業務運用を適
切かつ効率的に行うため、システム運用管理及び保守業務を行うもので
ある。本業務を適正に履行できるのは、当該システムを構築し、当該業務
に係る詳細な知識・ノウハウ等を有する富士通株式会社から自治体向け
事業に関する事業承継を受けた富士通Ｊａｐａｎ株式会社以外に無いた
め、当該団体に委託する。
（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
第11条第1項第2号）

1者随契

3 学校管理課 228-7488
八上小学校ほかエレベーター設
備保守点検業務

三菱電機ビルソリューション
ズ株式会社　関西支社

3,762,000 R6.4.1

　学校施設のエレベーターは、移動が困難な児童生徒や高齢の来校者等
が安全かつ円滑に各階間を移動できるよう整備されたものです。学校施
設は児童生徒が一日の大半を過ごす学習や生活の場であると共に、地
域住民にとって最も身近な公共施設（地域活動や生涯学習の場）としての
役割もあります。
  監視の体制について、学校施設には非常時用のインターホン監視盤が
職員室に設置されているだけで、課業中は教職員が見ることができるが
授業等で不在になることもあり、監視する専門員が常駐しているわけでは
ないため、利用者の安全上、常時遠隔監視や時間中の緊急対応が必要
となります。
   また、学校は避難所機能を有しており、災害時には地域住民の避難場
所として、大規模災害時には避難者の生活拠点として24時間使用する
等、教職員の勤務時間以外にもエレベーターを使用することが想定される
ため、通常の維持管理のみならず、24時間遠隔監視を実施し、故障によ
る閉じ込め事故等の避難者使用に支障をきたすことのないよう迅速な把
握・復旧等の緊急対応が必要となります。
　遠隔監視装置による保守には、製造業者独自の高度な知識及び専門
技術が必要であり、当該業者は一貫した体制で毎日24時間遠隔監視をす
ることが可能な唯一の業者です。
　このことから、遠隔監視により本業務を履行できる業者は、当該エレ
ベーターの製造メーカー《三菱電機株式会社》のメンテナンス部門である
当該業者以外にいないため、当該業者と随意契約を行うものです。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
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4 学校管理課 228-7488
新湊小学校ほかエレベーター設
備保守点検業務

東芝エレベータ株式会社　関
西支社

12,254,550 R6.4.1

　学校施設のエレベーターは、移動が困難な児童生徒や高齢の来校者等
が安全かつ円滑に各階間を移動できるよう整備されたものです。学校施
設は児童生徒が一日の大半を過ごす学習や生活の場であると共に、地
域住民にとって最も身近な公共施設（地域活動や生涯学習の場）としての
役割もあります。
  監視の体制について、学校施設には非常時用のインターホン監視盤が
職員室に設置されているだけで、課業中は教職員が見ることができるが
授業等で不在になることもあり、監視する専門員が常駐しているわけでは
ないため、利用者の安全上、常時遠隔監視や時間中の緊急対応が必要
となります。
   また、学校は避難所機能を有しており、災害時には地域住民の避難場
所として、大規模災害時には避難者の生活拠点として24時間使用する
等、教職員の勤務時間以外にもエレベーターを使用することが想定される
ため、通常の維持管理のみならず、24時間遠隔監視を実施し、故障によ
る閉じ込め事故等の避難者使用に支障をきたすことのないよう迅速な把
握・復旧等の緊急対応が必要となります。
　遠隔監視装置による保守には、製造業者独自の高度な知識及び専門
技術が必要であり、当該業者は一貫した体制で毎日24時間遠隔監視をす
ることが可能な唯一の業者です。
　このことから、遠隔監視により本業務を履行できる業者は、当該エレ
ベーターの製造メーカーである当該業者以外にいないため、当該業者と
随意契約を行うものです。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

5 学校管理課 228-7488
大泉学園ほかエレベーター設備
保守点検業務

フジテック株式会社　近畿統
括本部

12,887,600 R6.4.1

　学校施設のエレベーターは、移動が困難な児童生徒や高齢の来校者等
が安全かつ円滑に各階間を移動できるよう整備されたものです。学校施
設は児童生徒が一日の大半を過ごす学習や生活の場であると共に、地
域住民にとって最も身近な公共施設（地域活動や生涯学習の場）としての
役割もあります。
  監視の体制について、学校施設には非常時用のインターホン監視盤が
職員室に設置されているだけで、課業中は教職員が見ることができるが
授業等で不在になることもあり、監視する専門員が常駐しているわけでは
ないため、利用者の安全上、常時遠隔監視や時間中の緊急対応が必要
となります。
   また、学校は避難所機能を有しており、災害時には地域住民の避難場
所として、大規模災害時には避難者の生活拠点として24時間使用する
等、教職員の勤務時間以外にもエレベーターを使用することが想定される
ため、通常の維持管理のみならず、24時間遠隔監視を実施し、故障によ
る閉じ込め事故等の避難者使用に支障をきたすことのないよう迅速な把
握・復旧等の緊急対応が必要となります。
　遠隔監視装置による保守には、製造業者独自の高度な知識及び専門
技術が必要であり、当該業者は一貫した体制で毎日24時間遠隔監視をす
ることが可能な唯一の業者です。
　このことから、遠隔監視により本業務を履行できる業者は、当該エレ
ベーターの製造メーカーである当該業者以外にいないため、当該業者と
随意契約を行うものです。(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)

1者随契

6 学校管理課 228-7488
新金岡東小学校ほか４校安全管
理員業務

特定非営利活動法人ＴＥＡＭ
新金岡

12,547,636 R6.4.1

学校安全管理員業務は、小学校の児童登校日に学校の出入口で来訪者
の確認や門の開閉を実施するとともに、学校内の巡視等を行う業務であ
る。本業務は、校内の安全管理とともに、地域住民による子どもたちの見
守りを通じて地域コミュニティ活動の促進を目的としており、また、本業務
の履行を通じて地域の人々のやりがい・働きがいを創出するなど地域コ
ミュニティの活性化にも資することが期待できる。当該目的や効果を達成
するには、地域に精通し、自主的に地域の子ども育成に取り組む市民団
体等に委託することが望ましく、競争入札には適さない。
　「特定非営利活動法人　TEAM新金岡」は、地域社会に対するスポーツ
を通じた健康増進活動の支援を行うとともに、子どもたちの健全育成や高
齢福祉に取り組むことにより、地域の安全を育成していくことを目的として
自治会が主体となって設立された団体である。また、地域社会の実情に
精通するとともに学校と密接な連携が図れる当該校区で唯一の団体であ
ることから、当該団体に随意契約するものである。(地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号)

1者随契
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7 学校管理課 228-7488
鳳小学校ほか２校安全管理員業
務

特定非営利活動法人　クリー
ン鳳

6,333,933 R6.4.1

　学校安全管理員業務は、小学校の児童登校日に学校の出入口で来訪
者の確認や門の開閉を実施するとともに、学校内の巡視等を行う業務で
ある。本業務は、校内の安全管理とともに、地域住民による子どもたちの
見守りを通じて地域コミュニティ活動の促進を目的としており、また、本業
務の履行を通じて地域の人々のやりがい・働きがいを創出するなど地域コ
ミュニティの活性化にも資することが期待できる。当該目的や効果を達成
するには、地域に精通し、自主的に地域の子ども育成に取り組む市民団
体等に委託することが望ましく、競争入札には適さない。
　「特定非営利活動法人　クリーン鳳」は、地域社会に対するスポーツを通
じた健康増進活動の支援を行うとともに、子どもたちの健全育成や高齢福
祉に取り組むことにより、地域の安全を育成していくことを目的として自治
会が主体となって設立された団体である。また、地域社会の実情に精通
するとともに学校と密接な連携が図れる当該校区で唯一の団体であるこ
とから、当該団体に随意契約するものである。(地方自治法施行令第167
条の2第1項第3号)

1者随契

8 学校管理課 228-7488 金岡小学校安全管理員業務 ＮＰＯ法人のびやかオアシス 3,088,817 R6.4.1

学校安全管理員業務は、小学校の児童登校日に学校の出入口で来訪者
の確認や門の開閉を実施するとともに、学校内の巡視等を行う業務であ
る。本業務は、校内の安全管理とともに、地域住民による子どもたちの見
守りを通じて地域コミュニティ活動の促進を目的としており、また、本業務
の履行を通じて地域の人々のやりがい・働きがいを創出するなど地域コ
ミュニティの活性化にも資することが期待できる。当該目的や効果を達成
するには、地域に精通し、自主的に地域の子ども育成に取り組む市民団
体等に委託することが望ましく、競争入札には適さない。
　「ＮＰＯ法人のびやかオアシス」は、地域社会に対するスポーツを通じた
健康増進活動の支援を行うとともに、子どもたちの健全育成や高齢福祉
に取り組むことにより、地域の安全を育成していくことを目的として自治会
が主体となって設立された団体である。また、地域社会の実情に精通する
とともに学校と密接な連携が図れる当該校区で唯一の団体であることか
ら、当該団体に随意契約するものである。(地方自治法施行令第167条の2
第1項第4号)

1者随契

9 学校管理課 228-7488 金岡南小学校安全管理員業務
特定非営利活動法人　金岡
南ふれあいクラブ

3,088,817 R6.4.1

学校安全管理員業務は、小学校の児童登校日に学校の出入口で来訪者
の確認や門の開閉を実施するとともに、学校内の巡視等を行う業務であ
る。本業務は、校内の安全管理とともに、地域住民による子どもたちの見
守りを通じて地域コミュニティ活動の促進を目的としており、また、本業務
の履行を通じて地域の人々のやりがい・働きがいを創出するなど地域コ
ミュニティの活性化にも資することが期待できる。当該目的や効果を達成
するには、地域に精通し、自主的に地域の子ども育成に取り組む市民団
体等に委託することが望ましく、競争入札には適さない。
　「特定非営利活動法人　金岡南ふれあいクラブ」は、地域社会に対する
スポーツを通じた健康増進活動の支援を行うとともに、子どもたちの健全
育成や高齢福祉に取り組むことにより、地域の安全を育成していくことを
目的として自治会が主体となって設立された団体である。また、地域社会
の実情に精通するとともに学校と密接な連携が図れる当該校区で唯一の
団体であることから、当該団体に随意契約するものである。(地方自治法
施行令第167条の2第1項第5号)

1者随契
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10 学校管理課 228-7488 御池台小学校安全管理員業務
特定非営利活動法人　ピュ
ア・ハート御池

3,088,817 R6.4.1

学校安全管理員業務は、小学校の児童登校日に学校の出入口で来訪者
の確認や門の開閉を実施するとともに、学校内の巡視等を行う業務であ
る。本業務は、校内の安全管理とともに、地域住民による子どもたちの見
守りを通じて地域コミュニティ活動の促進を目的としており、また、本業務
の履行を通じて地域の人々のやりがい・働きがいを創出するなど地域コ
ミュニティの活性化にも資することが期待できる。当該目的や効果を達成
するには、地域に精通し、自主的に地域の子ども育成に取り組む市民団
体等に委託することが望ましく、競争入札には適さない。
　「特定非営利活動法人　ピュア・ハート御池」は、地域社会に対するス
ポーツを通じた健康増進活動の支援を行うとともに、子どもたちの健全育
成や高齢福祉に取り組むことにより、地域の安全を育成していくことを目
的として自治会が主体となって設立された団体である。また、地域社会の
実情に精通するとともに学校と密接な連携が図れる当該校区で唯一の団
体であることから、当該団体に随意契約するものである。(地方自治法施
行令第167条の2第1項第5号)

1者随契

11 学校保健体育課 340-0316 児童生徒腎臓検診業務 一般社団法人堺市医師会 － R6.4.1

本業務は、学校保健安全法に基づき実施している児童生徒の心臓検診
に係る医療業務であり、大量のデータを短時間に判断する多数の専門医
が必要になるなど、高い専門性と安定した質の高い検診保証が不可欠で
あるとともに、学校保健への深い理解が求められる。
当該団体は学校保健や地域医療に貢献することを目的とした団体であ
り、本業務を円滑に遂行できる体制を有している市内唯一の団体であるた
め。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
42円/件

12 学校保健体育課 340-0316 児童生徒心臓検診業務 一般社団法人堺市医師会 － R6.4.1

本業務は、学校保健安全法に基づき実施している児童生徒の腎臓検診
に係る医療業務であり、大量のデータを短時間に判断する多数の専門医
が必要になるなど、高い専門性と安定した質の高い検診保証が不可欠で
あるとともに、学校保健への深い理解が求められる。
当該団体は学校保健や地域医療に貢献することを目的とした団体であ
り、本業務を円滑に遂行できる体制を有している市内唯一の団体であるた
め。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
単価契約
808円/件

13 学校ICT化推進室 270-8112
堺市教育情報ネットワーク保守
管理業務

パナソニックコネクト株式会
社　現場ソリューションカンパ
ニー　西日本社

25,076,326 R6.4.1

　本業務の履行に必要な知識等を有する者が一者しかいないため、本業
務は競争入札に適さず、随意契約を行うものである。
　本業務は現在稼働中の堺市教育情報ネットワークシステムの保守管理
業務であり、システムの保守管理においては当該システムの仕様や設
定・ネットワークの構成についての詳細な知識及び保守に係る技術を有し
ていることが必要である。
　仮に詳細な知識等を有しない者が本業務を履行すると、当システムの詳
細な知識等を有していないことから、重大な設定漏れが起こりえるほか、
不具合時の対応が即座に行えない等、安定的なシステムの稼働に影響を
与えることが予想される。
　その場合、学校園で使用するグループウェア、文書管理システム、出退
勤システム、授業で使用する端末、児童生徒の学籍・出欠・成績等を管理
する教務システム、学校園ホームページ作成システム（ホームページは一
般公開されており、保護者・地域に向けての学校情報の発信手段となって
いる）等、学校園で使用するすべてのシステムが影響を受けるほか、最悪
の場合、職員室や教室等で端末を起動できなくなる可能性もあり、学校運
営、校務、児童生徒の学習に多大な影響を及ぼすため、本業務を詳細な
知識等を有しない者に委託することはできない。
　本システムについての詳細な知識等を有する者は当システムを構築し
たパナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー以外に無い
ため、当該業者との随意契約を行うものである。

（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
第１１条第１項第2号）

1者随契
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14 教委総務課 228-7435 白鷺小学校施設管理等業務 白鷺校区連合自治会 5,038,132 R6.4.1

　本業務は、清掃等の学校の施設管理及び来訪者受付等を行う業務であ
る。本業務は、学校施設管理とともに、地域住民による子どもたちの見守
りを通じた地域コミュニティ活動の促進を目的としており、また、本業務の
履行を通じて地域住民が主体的に学校施設の管理等に参画していくこと
で、地域と学校の連携に資すること、地域の人々のやりがい・働きがいを
創出することなど地域コミュニティの活性化が期待できる。当該目的や効
果を達成するには、地域に精通し、自主的に地域の子ども育成に取り組
む市民団体等に委託することが望ましく、競争入札には適さない。
　白鷺校区連合自治会は、地域に住む人々が日ごろから親睦と交流を通
じて連帯感を深め地域に共通する様々な課題を解決するため、地域で協
力しあいより住みよく明るいまちづくりのために自主的に活動している団
体である。また、地域社会の実情に精通するとともに学校と密接な連携が
図られる当該校区で唯一の団体であることから、当該団体に随意契約す
ることが最も適している。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

15 教委総務課 228-7435 福泉上小学校施設管理等業務 ＮＰＯ法人クリーン鳳 5,038,132 R6.4.1

本業務は、清掃等の学校の施設管理及び来訪者受付等を行う業務であ
る。本業務は、学校施設管理とともに、地域住民による子どもたちの見守
りを通じた地域コミュニティ活動の促進を目的としており、また、本業務の
履行を通じて地域住民が主体的に学校施設の管理等に参画していくこと
で、地域と学校の連携に資すること、地域の人々のやりがい・働きがいを
創出することなど地域コミュニティの活性化が期待できる。当該目的や効
果を達成するには、地域に精通し、自主的に地域の子ども育成に取り組
む市民団体等に委託することが望ましく、競争入札には適さない。
　ＮＰＯ法人クリーン鳳は、地域住民が主体的に公共施設の運営、維持、
管理、への参画や地域における安全活動を行うこと等により地域住民の
自主的なまちづくり活動の促進を図り、地域住民の理想とする社会の実
現に寄与することを目的として、自治会が主体となって設立された団体で
ある。また、地域社会の実情に精通するとともに学校と密接な連携が図ら
れる当該校区で唯一の団体であることから、当該団体に随意契約するこ
とが最も適している。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

16 教委総務課 228-7435 槇塚台小学校施設管理等業務
特定非営利活動法人　槇塚
台助け合いネットワーク

5,038,132 R6.4.1

本業務は、清掃等の学校の施設管理及び来訪者受付等を行う業務であ
る。本業務は、学校施設管理とともに、地域住民による子どもたちの見守
りを通じた地域コミュニティ活動の促進を目的としており、また、本業務の
履行を通じて地域住民が主体的に学校施設の管理等に参画していくこと
で、地域と学校の連携に資すること、地域の人々のやりがい・働きがいを
創出することなど地域コミュニティの活性化が期待できる。当該目的や効
果を達成するには、地域に精通し、自主的に地域の子ども育成に取り組
む市民団体等に委託することが望ましく、競争入札には適さない。
　特定非営利法人槇塚台助け合いネットワークは、地域社会におけるまち
づくりに関する活動を行うことにより、泉北ニュータウンを中心とした地域
の住民に、より安心、安全な暮らしを提供し地域福祉活動とより良いまち
づくりを推進することを目的として、自治会が主体となって設立された団体
である。また、地域社会の実情に精通するとともに学校と密接な連携が図
られる当該校区で唯一の団体であることから、当該団体に随意契約する
ことが最も適している。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
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17 学務課 228-7485
堺市学務課関連システム運用・
保守業務

扶桑電通株式会社　関西支
店

2,448,336 R6.4.1

　本業務は、堺市学務課関連システムの適正な運用・保守を行うことを目
的とするものであり、当該目的を達成しつつ当該システムを継続的かつ円
滑に使用できるようにするためには、セキュリティパッチの適用、ハード
ウェア・ソフトウェアの保守、システムの監視、障害対応を行うなど、当該
システムの詳細な知識や技術が不可欠であるため、当該システムを構築
した者以外の者による履行は見込めず、契約の性質及び目的が競争入
札に適さない。
　また、当該システムの設定にかかる詳細な知識等を有しない者が本業
務を履行しようとすると、システム設定の誤り、漏れ、改修工数の長期化
などが発生する恐れがあり、学務課関連システム内で構築されている学
籍システムをはじめとする全てのサブシステムとの連携についても調査し
た上で運用・保守を行うことになるため費用が極端に増加することにな
る。また、詳細な知識等がないことで、作業ミスが生じる可能性が増すほ
か、不具合時の対応が即座に行えない等、安定的なシステム稼働に影響
を与えることになり、結果として市民サービスに多大な不利益をもたらす
恐れがある。
　以上のことより、本業務を適正に履行できる者は、当該システムの詳細
な知識等を有する、当該システムを構築した当該業者以外に無いため、
随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号）

1者随契

18 学務課 228-7485
学務課関連システム統合基盤移
行業務

扶桑電通株式会社　関西支
店

4,279,220 R6.4.1

　本業務は、第三期統合基盤への移行にあたり、第三期統合基盤上に環
境を構築し、第二期統合基盤上にある本システムのデータの抽出及び移
行等を行い、併せてサーバOSのバージョンアップを行う業務である。本業
務を適正に履行するためには、システム構成や設定情報、データ仕様等
に基づく設計やテスト、また、移行後のシステム正常性の確認など、本シ
ステムに係る詳細な知識や技術が必要不可欠であり、本システムを構築
した者以外による履行は見込めず、契約の性質及び目的が競争入札に
適しない。
　仮に詳細な知識等を有しない者が本業務を履行すると、システム設定の
誤りや漏れ、対応工数の増加等が生じる恐れがあること、また、処理の誤
りにより学籍等の管理、各種申請に対する認定処理や支出手続きなどが
適正に行うことが出来なくなり、市民サービスに重大な影響を及ぼす恐れ
がある。
　以上のことから、本業務を適正に履行できる者は、本システムについて
詳細な知識等を有する、本システムを構築した業者である扶桑電通株式
会社以外にないため、当該業者との随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号）

1者随契

19 学務課 228-7485
学務課関連システムデータ連携
機能改修業務

扶桑電通株式会社　関西支
店

12,853,500 R6.4.1

　本業務は、共通基盤システムのデータ連携機能停止に伴い、本システ
ムと他の住民情報系システム等とのデータ連携の仕組みが変更されるこ
とに対応するための改修を行うものであり、当該目的を達成しつつ本シス
テムを継続的かつ円滑に使用できるようにするためには、本システムの
データレイアウト、システム内部処理等、本システムに関する詳細な知識
や技術が不可欠である。よって、本システムを構築した者以外のものによ
る適正な履行は見込めず、契約の目的及び性質が競争入札に適さない。
　本システムにかかる詳細な知識を有しない者が本業務を履行すると、シ
ステム設定の誤りや漏れ、対応工数の増加等が生じる恐れがあること、ま
た、処理の誤りが発生した場合、各種申請に対する認定処理や支出手続
きなどを適正に行うことが出来なくなり、市民サービスに重大な影響を及
ぼす恐れがある。
　以上のことにより、本業務を適正に履行できる者は、本システムの詳細
な知識等を有する本システムを構築した者である扶桑電通株式会社以外
にないため、当該業者への随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号）

1者随契 債務負担
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20 学務課 228-7485
学務課関連システムデータクレ
ンジング業務

扶桑電通株式会社　関西支
店

7,722,000 R6.4.1

　本業務は、標準準拠システムへの移行にあたり、現行システムから移行
データを抽出し、標準システム仕様書に則ったデータ形式に変更するため
のツール作成等を行う業務であり、本業務を適正に履行するためには、
現行システムのデータ仕様やテーブル構造など、現行システムに係る詳
細な知識や技術が必要不可欠であり、現行システムを構築した者以外に
よる履行は見込めず、契約の性質及び目的が競争入札に適しない。
　仮に詳細な知識等を有しない者が本業務を履行すると、システム設定の
誤りや漏れ、対応工数の増加等が生じる恐れがあること、また、処理の誤
りにより学籍、就学援助等の管理、各種申請に対する認定処理や支出手
続きなどが適正に行うことが出来なくなり、市民サービスに重大な影響を
及ぼす恐れがある。
　以上のことから、本業務を適正に履行できる者は、現行システムについ
て詳細な知識等を有する、現行システムを構築した業者である扶桑電通
株式会社以外にないため、当該業者への随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号）

1者随契

21 学校保健体育課 228-7436
学校園外部人材管理・謝礼金支
払システム保守業務

株式会社スマートバリュー
クラウドイノベーション
Division

1,344,750 R6.4.1

　本業務は、スクールサポーター等外部人材の管理等について、学校園
と教育委員会事務局間で運用する学校園外部人材管理・謝礼金支払シ
ステムを安定稼働させることを目的として、システムの保守を行うものであ
る。学校園から教職員が直接データを入力するため、システムの操作性、
システム要件の整理方法やシステム構築の手法、適切なインターフェイス
の設計などに重点を置いて構築されたものであり、適切な業務履行のた
めには拠点数150以上のイントラネットにおけるWEBサーバ、アプリケー
ションサーバ、データベースサーバに関する高度かつ詳細な知識や技術
を必要とするため、システム開発導入業者の知識や技術が必要不可欠で
あり、当該システムを構築した者以外の者による適正な履行は見込めず、
契約の目的及び性質が競争入札に適さない。
　仮に、当該システムに係る詳細な知識等を有しない者が本業務を履行
すると、設定漏れや誤処理により重大なシステム障害を発生させ、個人情
報や支払情報等の情報漏洩に繋がる可能性があるため、本業務を詳細
な知識等を有しない者に委託することはできない。
　以上のことにより、本業務を適正に履行できる者は、当該システムの詳
細な知識を有する、当該システムを構築した株式会社スマートバリュー以
外にないため、当該業者への随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
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22
放課後子ども支援
課

228-7491
放課後児童管理システム改修業
務

扶桑電通株式会社　関西支
店

2,607,000 R6.4.1

　本業務は、学齢簿情報を管理するシステムが国の示す標準システム仕
様書に準拠したシステムに移行した後も、学齢簿データを本システムに取
り込むことができるようにするための改修を行うものであり、当該目的を達
成しつつ本システムを継続的かつ円滑に使用できるようにするためには、
本システムのデータレイアウト、システム内部処理等、本システムに関す
る詳細な知識や技術が不可欠である。よって、本システムを構築した者以
外の者による適正な履行は見込めず、契約の目的及び性質が競争入札
に適さない。
　仮に本システムにかかる詳細な知識を有しない者が本業務を履行する
と、システム設定の誤りや漏れ、対応工数の増加等が生じる恐れがあるこ
と、また、処理の誤りが発生した場合、各種申請に対する認定処理や支
出手続きなどを適正に行うことが出来なくなり、市民サービスに重大な影
響を及ぼす恐れがある。
　以上のことにより、本業務を適正に履行できる者は、本システムの詳細
な知識等を有する本システムを構築した者である扶桑電通株式会社以外
にないため、当該業者への随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契
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23
放課後子ども支援
課

228-7491
新湊小学校放課後ルーム事業
運営業務

新湊小学校放課後ルーム
運営委員会

10,967,000 R6.4.1

　本業務は、文部科学省所管の「放課後子ども教室」に該当するものであ
り、国においては、地域住民等の参画を得て実施するものとされている。
また、学習活動を中心に様々な体験活動、交流活動等の場を提供するこ
とにより、自ら学び、考え、判断し、行動する能力の発達を支援することを
目的とする本業務の趣旨を鑑み、事業者の選定にあたっては、価格だけ
でなく、事業計画、プログラム、安全対策等その他要素も考慮する必要が
ある。
　国の「放課後子ども総合プラン」の中で、地域の実情に応じた学習支援
やプログラムの充実を図るため、地域住民等の参画を得ることが望ましい
とされている。新湊小学校放課後ルーム運営委員会は、新湊小学校区の
自治会役員、校区在住者等から構成されている団体である。新湊小学校
区においては、当該団体により、地域の実情に応じて地域社会及び学校
と連携した活動を実施することができることから、当該団体と随意契約す
ることが最も適している。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号）

1者随契

総価契約分
 10,967,000円
単価契約分
 7,700円／人
 16,830円／人
 6,930円／人
 19,800円／人

24
放課後子ども支援
課

228-7491
堺市放課後子ども総合プラン事
業（堺っ子くらぶ）管理運営業務
（御池台小学校）

特定非営利活動法人
ピュア・ハート御池

24,266,000 R6.4.1

　本業務は、文部科学省所管の放課後子ども教室（すくすく教室）及びこ
ども家庭庁所管の放課後児童健全育成事業（のびのびルーム）から構成
されており、事業推進には国において地域住民等の参画を得て実施する
ものとされている。また、放課後児童健全育成事業については、子ども・
子育て支援新制度の対象事業として随時質的改善を図ることが求められ
ており、業者の選定にあたっては、価格だけでなく、事業計画、プログラ
ム、安全対策等その他要素も考慮する必要がある。
　国の「放課後子ども総合プラン」の中で、地域の実情に応じた学習支援
やプログラムの充実を図るため、地域住民、子育て支援に関わるNPO等
の参画を得ることが望ましいとされている。特定非営利活動法人ピュア・
ハート御池は、御池台小学校区の自治会役員、校区在住者等から構成さ
れ、子育て支援、安全活動等の地域福祉活動を実施しているNPO法人で
ある。御池台小学校区においては、当該団体により、地域の実情に応じて
地域社会及び学校と連携した児童の健全育成活動を実施することができ
ることから、当該団体と随意契約することが最も適している。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号）

1者随契

総価契約分
 24,266,000円
単価契約分
 8,250円／人
 15,950円／人
 8,800円／人
 16,500円／人



随意契約（プロポーザル等を除く）一覧表（教育委員会事務局分）（令和6年4月分） 別紙３ 

№ 担当課
問合せ先
（直通）

業務名 契約業者名
契約金額

（税込）（円）
契約日 随意契約の理由及び根拠法令

随意契約の
種別

備考

R6.4.1

　本市放課後児童対策事業は、平成９年度から開始されており、事業開
始当初は、本業務を受注できる民間事業者がなかったため、本市が出資
することにより設立された外郭団体である公益財団法人堺市教育スポー
ツ振興事業団（以下「事業団」という。）と一者随契により契約を締結してき
た。その後、民間事業者の参入が一定見込まれる状況となったことから、
平成２８年度からは公募プロポーザルにより、民間事業者を含めた競争に
より事業者を選定してきた。
　外郭団体は、市の補完・代行機能として、市との役割分担や連携を図り
ながら市民ニーズに対応し、効果的・効率的に公共サービスを提供する役
割を担ってきたといえるが、本市では、外郭団体見直しに向けた取組方針
や財政危機脱却プラン（案）に基づき、事業等の見直しに取り組み、当該
事業における事業団の完全撤退を前提に進めることとした。しかしなが
ら、事業団が受注していた堺区、北区及び南区については、その立地や
人員確保等の課題や、過去の公募実績から、複数の民間事業者の参入
が見込めず、民間事業者間の競争性が発揮されていなかったため、事業
団が当該事業から即座に撤退すると、事業の安定的な継続実施が困難と
なり、市民サービスに著しい影響を及ぼすことは避けられないことから、令
和５年度の当該案件については、事業団を契約相手方として随意契約に
より契約締結したものである。
　令和６年度以降の当該区域の案件については、事業団の完全撤退の時
期を判断すべきところ、現時点においては、区ごとの競争状態、堺市全体
の受注事業者数や他都市で事業展開する大手事業者の参入状況等、事
業全体の安定的な競争状態が確認できないことから、当該区域の案件
は、引き続き事業団による業務の履行が必要な状況である。　また、事業
団職員の雇用責任について、本市は事業団職員と直接雇用の関係では
ないため、本市が最終的な雇用責任を負うものではないといえども、事業
団の監督官庁として関与・指導等を行うなど直接的に影響を与える立場で
あるため、本市は事業団と一体となり、事業団職員の計画的な雇用調整
を丁寧に行う必要がある。よって、事業団が当該事業から完全撤退するま
では、一定の期間を要することが見込まれる。以上のことから、民間事業
者間の競争が発揮され安定的に全区を受注し得る状態となり、かつ、事
業団が事業の運営を安定的に継続したうえで、事業団職員の雇用調整が
円滑に実施されるまでの間は、当該事業の効率的かつ円滑な継続及び
本市の政策達成のため、堺区及び北区の一部並びに南区の地域につい
ては時限的措置として、当該事業団と随意契約を締結するものである。な
お、事業団については、今後、当該事業における上記区域以外の運営事
業者選定に係る入札等には参加しないものとする。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号）

1者随契

総価契約分
 507,613,000円
単価契約分
 5,700円／人
 12,300円／人
 15,300円／人
 35,300円／人

25
放課後子ども支援
課

228-7491
堺市放課後児童対策事業（のび
のびルーム）管理運営業務（堺
区Ａ、南区及び北区Ｂ）

公益財団法人
堺市教育スポーツ振興事業
団

507,613,000



随意契約（プロポーザル等を除く）一覧表（教育委員会事務局分）（令和6年4月分） 別紙３ 

№ 担当課
問合せ先
（直通）

業務名 契約業者名
契約金額

（税込）（円）
契約日 随意契約の理由及び根拠法令

随意契約の
種別

備考

26 学校給食課 228-7489 学校給食運営業務
公益財団法人堺市学校給食
協会

2,437,820,000 R6.4.1

　学校給食は、文科省の「学校衛生管理基準」により、食品納入業者の選
定ならびに衛生管理食品の選定等が詳細に示されており、その安全性は
本市が全責任を負うものである。
　当業務である安心安全な給食物資の安定的な物資調達・供給を可能と
する体制や学校給食による食育支援の推進は、行政との密な連携が必
須で、かつ性質上収益の発生しない事業であることから、本事業の適切・
確実な遂行が可能なのは、これらの機能を有する堺市学校給食協会のみ
であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

27 学校給食課 228-7489
学校給食費管理システム運用
保守業務

日本ソフトウェアマネジメ
ント株式会社

2,754,000 R6.4.1

　本業務は、学校給食費の公会計化により教育委員会事務局にて学校給
食費の徴収管理を行うため導入した学校給食費管理システムにおいて、
システムを安定稼働させることを目的としてシステムの運用保守を行うも
のである。
　本業務を適正に履行するためには、システムに登録されたデータの内
容や、給食費計算に係るシステムプログラム等、当該システムに関する高
度かつ詳細な知識や技術が必要不可欠である。また、喫食者別での請求
処理切替機能など、本市の仕様に合わせてシステムのカスタマイズを
行っていることから、運用保守を行うにはシステムの開発業者の知識や技
術が必要となり、当該システムを開発した者以外の者による適正な履行
は見込めず、契約の目的及び性質が競争入札に適さない。
　仮に当該システムに係る詳細な知識等を有しない者が本業務を履行す
ると、各種設定での漏れや誤処理により重大なシステム障害を発生させ
る恐れがあり、学校給食費の徴収誤りや個人情報の漏えいを引き起こす
恐れがある。
　以上のことにより、本業務を適正に履行できる者は、当該システムの詳
細な知識を有する、当該システムを開発した日本ソフトウェアマネジメント
株式会社以外にないため、当該業者への随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契



随意契約（プロポーザル等を除く）一覧表（教育委員会事務局分）（令和6年4月分） 別紙３ 

№ 担当課
問合せ先
（直通）

業務名 契約業者名
契約金額

（税込）（円）
契約日 随意契約の理由及び根拠法令

随意契約の
種別

備考

28 学校給食課 228-7489
中学校給食予約システムセ
キュリティ対策機器保守業務

株式会社フューチャーイン
関西支店

2,449,920 R6.4.1

　本契約は、中学校給食予約システムの開発業者との契約であり、システ
ムを安定して稼働するためには、開発者のみが有するシステムへの知見
が必須であるため、当該業者でしか履行できない。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

29 能力開発課 270-8120
令和6年度　IRTを活用した堺
市学力・学習状況調査業務

株式会社　内田洋行 17,898,034 R6.4.30

　本業務は、本市児童・生徒の学力を確実に伸ばす教育を推進するた
め、小・中学生を対象に「IRTを活用した堺市学力・学習状況調査」を行う
ものである。各学年に応じた問題のほか、経年で同一問題を出題し、その
正誤や回答時間等の反応を比較することで学力レベルを測定するIRT 調
査の特性上、調査問題の作成及び結果の分析に高度な創造性及び専門
的な技術が必要となる。
　このことから、本市における調査を確実かつ効率的に実施するため、同
調査を先行実施している埼玉県教育委員会と「学力・学習状況調査
（CBT）の連携実施に関する協定」を締結し、調査問題等の提供を受ける
こととした。
　学力・学習状況調査を適正に実施するには、調査問題等の秘匿性を確
保する必要があるため、当該協定において、埼玉県教育委員会が委託し
た事業者と契約締結しない限り調査問題等を利用することができない旨
定められている。また、業務目的の達成のためには、経年で同一問題を
出題し、比較することで学力レベルを測定するIRT 調査の特性上、調査問
題等を引き続き利用することが必要である。
　以上のことから、本業務を履行できるものは、埼玉県教育委員会が学
力・学習状況調査に係る業務を委託した株式会社内田洋行以外にないた
め、当該業者への随意契約を行うものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契

30 中央図書館総務課 244-3811
西図書館エレベータ設備
保守点検業務

フジテック株式会社
近畿統括本部

1,821,600 R6.4.1

　当該エレベータは、平成元年設置当初から点検・部品交換・小修理等を
含むフルメンテナンス方法による保守点検を行っている。今後、部品の耐
用年数から交換・小修理の必要回数の増加が見込まれることを考慮する
と、当初から保守点検を行ってきた上記業者と随意契約を行うものであ
る。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号）

1者随契

31 中央図書館総務課 244-3811 図書館情報システム保守業務
NECソリューションイノベータ
株式会社　営業統括本部

8,286,168 R6.4.1

　本業務の保守対象となる堺市立図書館 図書館情報システムは、図書
館の業務システム（貸出・返却や資料・利用者情報管理等）及び市民に公
開しているWebサービス（蔵書検索・予約等）の機能を持ち、年間数百万
件の大量データをリアルタイム処理している。当該業務の履行には、当該
システムに係る詳細な知識及び保守に係る技術が必要不可欠であり、当
該システムを構築した者以外による履行は見込めず、契約の性質及び目
的が競争入札に適さない。
　当該システムに係る詳細な知識等を有しないものが本業務を履行する
と、知識等の不足により障害発生時の原因が特定できずに復旧に時間を
要し、市民への図書の貸出・返却ができなくなったり、情報セキュリティ上
のインシデントが発生する等、安定的なシステム運用に影響を与える恐れ
がある。
　以上のことにより、本業務を適正に履行できる者は、当該システムを構
築した業者である日本電気株式会社から事業継承を受けたNECソリュー
ションイノベータ株式会社以外にないため、当該業者への随意契約を行う
ものである。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

1者随契


